
 

岡山県病院薬剤師会会則 

 

   第１章 総則 

第１条  本会は岡山県病院薬剤師会と称し、事務局は会員所属の病院におく。 

 

   第２章 目的および事業 

第２条  本会は岡山県下の病院および診療所に勤務する薬剤師（以下、病院薬剤師とする）の倫

理的および学術的水準を高め、薬学とくに専門分野である医療薬学および病院薬剤業務の

進歩発展を図ることによって地域社会の厚生福祉の増進に寄与するとともに会員相互の

親睦・協調を図ることを目的とする。 

第３条  本会は目的達成のために次の事業を行う。 

  １． 薬学の進歩発展、病院薬剤師の学識・技能の向上に関する事項。 

  ２． 病院および診療所の薬剤業務の近代化および合理化の普及に関する事項。 

  ３． 病院および診療所における医薬品の適正使用に関する事項。 

  ４． 病院薬剤師の教育、指導、待遇 等に関し必要な事項。 

  ５． 病院および診療所の薬局に関する法規の研究調査に関する事項。 

  ６． 関係諸団体、諸官庁との連絡協議に関する事項。 

  ７． 病院薬剤に関係ある学会、講演会、研修会および研究会の開催、協力に関する事項。 

  ８． 本会の機関誌、その他の刊行物の発行に関する事項。 

  ９． 病院および診療所薬剤業務の広報活動に関する事項。 

 １０． その他、本会の目的達成のために必要な事項。 

 

   第３章 組織および会員 

第４条  本会は岡山県下の病院薬剤師をもって組織する。本会は日本病院薬剤師会との連絡を保

ち、本会の会員は日本病院薬剤師会会員とする。 

第５条  本会の会員は正会員とし、名誉会員、賛助会員、特別会員および準会員を置くことがで

きる。 

  １． 正会員は病院薬剤師で、本会が定めた会費を納める個人。 

  ２． 名誉会員は本会に特に顕著な功労のあった者の中より役員会の推せんにより総会で承認

を得た者。 

  ３． 賛助会員は本会の趣旨に賛同する団体。 

  ４． 特別会員は転退職等で正会員の資格を失ったもの及び左記に該当しない薬剤師であって、

本会の目的に賛同した者の中から、役員会の承認を得たうえ、本会が定めた会費を納める

個人。 

  ５． 準会員は上記４の項に該当しない薬剤師（医療薬学専攻生、研修生等）で正会員が推薦し、

役員会の承認を得たうえ、本会が定めた会費を納める個人。 

 

    第１節 加入と脱退 

第６条  本会に加入しようとする者は、加入申込書にて会長宛に申込む。 

第７条  本会から脱退しようとする者は、理由を明記して会長宛に届出なければならない。 

 

    第２節 権利と義務 

第８条  会員（正）は次の権利を持つ。 

  １． 会員は人種、宗教、性別、門地、政治または身分の如何にかかわらず会員としての資格を

奪われない権利。 

  ２． 役員の選挙権と被選挙権。 

  ３． 本会の機関と役員の行動について報告を要求する権利。 

  ４． 役員としての言動を自由に批判する権利。 



  ５． 如何なる場合も差別的な待遇を受けない権利。 

  ６． 会計報告を要求する権利。 

第９条  会員（正、準）には次の義務がある。 

  １． 規約および決議を履行する義務。 

  ２． 会費を納める義務。 

 

   第４章 役員およびその他の機関 

第１０条 本会に次の役員をおく。役員は正会員の中から選出する。 

  １． 会 長    １  名 

  ２． 副会長    ３  名 

  ３． 理 事    若干 名 

４． 監 事    ２  名  

第１１条 役員の任務は次の通りとする。 

  １． 会長は本会を代表し会務を統括する。 

  ２． 副会長は会長を助けて会長に事故があるときは代理する。 

  ３． 理事は会長を助けて業務を遂行する。 

  ４． 監事は理事の職務執行を監査する。 

第１２条 役員の任期は次の通りとする。 

  １． 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

  ２． 役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。 

第１３条 本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は５期以上会長を務め、役員会の推薦に

より総会で承認を得た者で、終身委嘱とする。 

第１４条 本会に相談役を置くことができる。 

相談役は役員会の決議によって正会員の中より選出され、会長が委嘱する。 

相談役は会長の要請により役員会に出席して意見を述べることができる。 

相談役の任期は委嘱した会長の任期と同一とする。 

第１５条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の承認を得て会長が委嘱する。顧問の任

期は委嘱した会長の任期と同一とする。 

 

   第５章 会議 

第１６条 本会は総会、役員会および専門委員会の機関を置く。 

 

    第１節 総会 

第１７条 総会は本会の最高決議機関で正会員で構成し、毎年１回会長が招集する。 

第１８条 次のことは総会で決めなければならない。 

  １． 役員の選出。 

  ２． 決算と予算。 

  ３． 他団体への加入または脱退。 

  ４． 本会会則の修正および変更。 

  ５． 役員の信任または不信任。 

  ６． 解散。 

  ７． その他重要事項。 

第１９条 総会は正会員の半数以上出席（代理人を含む）しなければ成立しない。 

第２０条 総会の議事は出席正会員（代理人を含まない）の過半数で決める。可否同数のときは議

長がきめる。ただし、解散の決議は出席正会員の３分の２以上の同意を得なければならな

い。 

第２１条 臨時総会は次の場合に開かれる。 

 １．正会員の３分の１以上の要求があった時。 

 ２．役員会が必要と認めた時。 



第２２条 本会則に遵守した運営が、会員並びに関係者に影響や支障をきたす社会事情が発生した

場合、時限的に会の運営に関する採決の方法，採決承認数など必要な決議等に至る過程の

全てにおいて、役員会にて変更・決定し、運営することができる。 

 

    第２節 役員会 

第２３条 役員会は総会に次ぐ決議機関であって、会長、副会長、理事および監事で構成する。 

第２４条 役員会は必要に応じて会長が招集する。 

第２５条 役員会は構成員の３分の２以上が出席しなければ成立しない。 

第２６条 役員会の議長は構成人員の互選による。 

第２７条 役員会の議事は出席役員の過半数で決める。可否同数の時は議長が決める。 

 

    第３節 専門委員会 

第２８条 専門委員会は専門委員をもって組織する。 

第２９条 専門委員会は委員長１名をおき、委員長は役員の中から選出される。専門委員はその委

員長が選び会長の承認を得るものとする。 

 

   第６章 代議員 

第３０条 本会に代議員（日本病院薬剤師会）および予備代議員を置く。代議員および予備代議員

は総会で選出される。 

代議員は本役員会に出席して意見を述べることができる。 

代議員は日本病院薬剤師会代議員会に出席し、本役員会の決定事項を述べる義務を有する。 

 

   第７章 会計および財産 

第３１条 本会の財務は会費および寄付等で賄う。 

第３２条 財政管理は役員会が責任を負う。 

第３３条 本会の会計年度は毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

役員は決算報告と予算案を総会に提出し承認を得なければならない。 

第３４条 

  １． 会費は、正会員１名につき年額 12,000 円（日病薬会費 8,000 円を含む）とする。 

  ２． 特別会員の会費は１名につき年額 12,000 円（日病薬会費 8,000 円を含む）とする。 

  ３． 準会員の会費は年額 6,000 円とする。 

  ４.  賛助会員の会費は年額 20,000 円とする。 

  ５． 特に必要がある時は、総会の議決により臨時に徴収することができる。 

６.  上記会費には岡山県病院薬剤師会「会報」購読料を含むものとする。 

 

第３５条 会費は一切返却しない。 

第３６条 本会に監事を２名おく。 

第３７条 監事は、会の会務および会計を監査する。 

第３８条 監事はその監査結果を総会に明示し、会員に公表しなければならない。 

 

   第８章 付則 

第３９条 本会則の定めなきものは役員会において協議決定する。 

第４０条 本会則は昭和３４年１１月２９日から実施する。 

 一部改正  昭和３６年１１月２６日  一部改正  昭和６０年５月２６日 

   〃   昭和３９年１１月２９日    〃   平成 ３年５月２６日 

   〃   昭和４３年 ５月１２日    〃   平成 ８年５月１９日 

   〃   昭和４８年 ４月２２日    〃   平成１０年５月１７日 

   〃   昭和５２年 ４月２４日    〃   平成１５年６月 １日 

   〃   昭和５３年 ４月２２日    〃   平成２４年５月２７日 



   〃   昭和５６年 ５月２４日    〃   平成２６年５月２５日 

      〃   昭和５８年 ５月２２日    〃   令和３年５月２６日 


